
（１）女性起業数の推移 （２）女性企業数の上位県

１．農山漁村における女性起業をめぐる環境

（３）女性起業の経営規模

農林水産省におけるチャレンジ支援

女性起業活動については年々活発化しており、平成
１４年度（平成１５年１月）の調査では７，７３５事例と
なっています。

グループ経営によるものが、全体の約７割を占めて
いるが、近年、個人経営の比率が増加しています。

特に企業数の多い上位５県を見ると、秋田県（３７５
件）、熊本県（３６８件）、大分県（３３９件）、宮城県（３
３５件）、長崎県（２９９件）となっています。

年間販売金額を見ると、３００万円未満が６１％を占めており規模は零細である。１，０００万円以上は１２％となってい
る。なお、平成９年度調査時と比べて、１，０００万以上の割合が増加するなど、規模拡大は進んでいます。
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２．主な施策

（１）政策・方針決定の場や経営への参画
平成１５年度においては、女性のライフステージごとの課題に応じて支援を充実することとし、「若葉マー

ク女性」「出産・子育て期の女性」「次世代リーダー女性」「エキスパート女性」の４つの段階ごとに必要な支
援を行うこととしています。

具体的には、農業・農村に接する機会が今までなく、農業に関する技術や知識を持たない「若葉マーク
女性」に対しては、基礎的な知識や技術に関する研修やネットワーク支援のための交流会、「出産・子育て
期の女性」に対しては、子育てと経営の両立支援のために必要な母性保護に関する研修や男性に対する
家事・育児に関する研修等、「次世代リーダー女性」に対しては、男女共同参画に関する学習会や中小企
業者との交流等を通じて経営に本格的に参入していくための資質向上を図っていくこととしています。また、
すでにリーダーとして活躍しうる能力を持った「エキスパート女性」に対しては、知事や市町村長との懇談
会等を通じての政策提言、研修講師としての活用等、具体的に能力を発揮する場を創ることにより、周囲
の意識を改め、より効果的に男女共同参画を進めていくこととしています。

（２）活動の多面的展開
また、自家の農産物を使って農産加工や農家レストラン等の起業を行おうとする女性を支援するため、

起業に必要な技術、情報発信の方法等に関する研修を行うほか、農山漁村女性と消費者との交流の場づ
くり等により女性の新たな活動分野へのチャレンジを支援していくこととしています。

●女性エキスパート能力活用
○農村男女共同参画アドバイザーの認定
○男女共同参画キャラバンの実施
○農村女性による出前講座
○女性農業者サミットの実施
○地域づくり懇談会の実施 等

●次世代リーダー支援
○中小企業者等との交流会
○男女共同参画学習会 等

●出産・子育て期の女性支援
○労働管理等実務研修

（母性保護に配慮した働き方）
○男性のための家事育児講座
○出産、子育て期の女性をサポートするため

の体制づくり 等

●若葉マーク女性支援
○能力向上研修（農業機械の操作等実技研修）
○エンパワーメント講座（農業技術、農業経営

等）
○意見交換会 等

【農業・農村男女共同参画チャレンジ支援事業】 ＜女性の参画目標＞

国の審議会等委員・・・・・・・・・・・・女性比率：３０％以上
男女共同参画推進本部（平成１２年８月）

○全国JAグループの女性参画目標
１合併ＪＡあたり女性理事・・・・・・・・２名以上

正組合員に占める女性理事数・・２５％以上
第２２回ＪＡ全国大会決議（平成１２年１０月）

JA理事・総代への青年・女性層の選出枠の設定
第２２回JA全国大会決議（平成１５年１０月）

○全国農業会議所の女性参画目標
１農業委員会当たり女性委員・・・・・複数

全国農業委員会会長大会決議（平成１３年５月）

＜女性の参画目標＞

国の審議会等委員・・・・・・・・・・・・女性比率：３０％以上
男女共同参画推進本部（平成１２年８月）

○全国JAグループの女性参画目標
１合併ＪＡあたり女性理事・・・・・・・・２名以上

正組合員に占める女性理事数・・２５％以上
第２２回ＪＡ全国大会決議（平成１２年１０月）

JA理事・総代への青年・女性層の選出枠の設定
第２２回JA全国大会決議（平成１５年１０月）

○全国農業会議所の女性参画目標
１農業委員会当たり女性委員・・・・・複数

全国農業委員会会長大会決議（平成１３年５月）

平成11年

９７７人
平成14年

２，１９７人

（全国農業会議所調べ）

＜女性農業委員の増加＞



（３）女性起業への支援策（Ｈ１５年度）

女性が主たる経営を担い、主に地域産物を使い、女性の収入につながる経済活動を女性起業と呼んでいます。

①起業に関する研修の実施や調査・分析

農業・農村男女共同参画チャレンジ支援事業（２４４百万円の内数）

○経営管理、加工技術、商品化技術の研修を実施

○起業活動の実態に関する調査・分析を実施

○育児、健康管理等のための設備を備え、特産品開発や農産物加工品等の女性起業活動を総合的に

○農業・農村男女共同参画推進事業（１２百万円の内数）

○女性起業者の能力向上のための通信教育を実施

②高付加価値型農業を展開する人材の資質向上

経営構造対策推進事業（全国推進事業）のうち経営アグリビジネススクール（９７百万円の内数）

○新たにアグリビジネスを始める際に必要となる基礎知識を習得

○アグリビジネスを通じて、より一層の所得向上を図るための具体的方策を習得

○地域マネージャーとしての実践的ノウハウを習得

③アグリビジネス分野に取り組む上で必要になる機械・施設を整備

アグリチャレンジャー支援事業（１，５４８百万円）

○新商品・新技術開発のための情報提供・相談活動を実施

○アグリビジネスに取り組む上で必要な生産・加工・流通・販売施設等の整備

④農産加工等の取組に必要な機械設備等に必要な資金の手当て

農業改良資金貸付枠（４８，０００百万円 うち女性起業向け優先枠３，０００百万円）

○農業経営を発展させるための農畜産物加工等の取組に対する貸付

貸付限度枠 個人：１，８００万円 団体：５，０００万円

⑤子育て支援など、起業活動を促進するための環境整備

経営構造対策事業のうち女性アグリサポートセンターの整備（１９，４９１百万円の内数）
支援する施設（女性アグリサポートセンター）の整備

貸付限度額 農業者 １，８００万円
法人等 ５，０００万円

償還期間 １０年以内(措置期間３年以内）
利 率 無利子
貸付相談窓口 農業改良普及センター、農協等融資

機関で借りることができます

農業改良資金 (女性向け優先枠）

農業経営を発展させるため、「農産物を加工したい・
販売したい・新たな特産品を開発したい」という女性
のチャレンジを応援するための資金ができました。

こんなチャレンジを支援します
①新たな農業部門の経営を始める場合
②新たな加工の事業の経営を始める場合
③農畜産物又はその加工品の新たな生産方式を導入する場合
④農畜産物又はその加工品の新たな販売方式を導入する場合

こんなことに使えます
①施設(農機具を含む）の改良、造成又は取得 ②永年性植物の植栽又は育成 ③家畜の購入又は育成
④農地又は採草放牧地の排水改良、土地改良、その他作付け条件の整備 ⑤農地又は採草放牧地の
賃借料等 ⑥農機具、運搬器具その他農業経営の改善を図るのに必要な施設についての賃借料 ⑦農
業技術又は経営方針を習得するための研修費 ⑧品種の転換 ⑨農畜産物の需要を開拓するための新
たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得 ⑩営業権、商標権その他
の無形固定資産の取得又は研究開発費等 ⑪農薬費その他の初度的経費
（⑧から⑩については認定農業者のみ⑪については認定農業者又はエコファーマーのみ）



（４）女性関係農林漁業全国団体
n農林水産省経営局 女性・就農課 女性・高齢者対策推進室

東京都千代田区霞ヶ関１－２－１ ℡ .０３－３５９１－５８３１

※男女共同参画に関する制度や調査、優良事例等の情報提供
（→http://www.maff.go.jp/danjo/index.htm)

n全国農業会議所
東京都港区虎ノ門１－２５－５ 虎ノ門３４ＭＴビル内 ℡ .０３－５２５１－３９０１

n全国養蚕婦人部連絡協議会
東京都千代田区大手町１－８－３ ＪＡビル ℡.０３－３２４５－１１６７

n全国酪農青年女性会議
東京都中央区銀座４－９－２ 畜産会館内 全酪連組織部内 ℡ .０３－３５４２－６２２６

n全国漁業女性部連絡協議会
東京都千代田区内神田１－１－１２ コープビル 全漁連組織強化部内 ℡ .０３－３２９４－９６１４

nＪＡ全国女性組織協議会
東京都千代田区大手町１－８－３ＪＡビル ℡.０３－３２４５－７５４２

n全国生活研究グループ連絡協議会
東京都港区六本木１－９－５ ℡.０３－３５８４－６１６０

n全国林業研究グループ連絡協議会女性会議
東京都港区赤坂１－９－１３ 三会堂ビル７階 ℡.０３－３５８３－８４６１

n全国女性農業経営者会議
東京都港区六本木１－９－５ ℡.０３－３５８４－６１６０

n農山漁村女性のチャレンジ支援

※男女共同参画に関する制度や調査、優良事例等の情報提供

（ → http://www.maff.go.jp/danjo/joho.htm ）




